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内内容　時日時　場場所　対対象　講講師　演演者　￥費用（無料の場合は掲載を省略しています）　定定員　保一時保育　持持ち物
提提出　配配布　備備考　注注意事項　予予約　申申込・申請　問問い合わせ　℡電話番号　 フリーダイヤル　FAXファクス　 メール

祝日、休日の受付・相談はありません。
ただし、生活不安や仕事の相談は日曜
日も実施する場合があります。

女性のための悩み相談（１人５０分）
心理臨床カウンセラー・中井紀子氏
毎月第１～第４火曜日１３：００～１６：００
予人権室に電話で
人権相談
▽毎週月・水・金曜日９：００～１２：００
▽毎週木曜日１３：００～１６：００
場�市役所５階相談室５０７
備当日直接
LGBT人権相談　
相談員���トランスジェンダー当事者
毎月第3水曜日１７:００～２０:００
予人権室に電話で
場�上記いずれも市役所５階相談室５０７
人権電話相談（１人３０分）
毎月第２・４金曜日１７：００～２０：００
問人権室
℡０６－６９９２－１５１２

福祉の総合相談
時�①平日９：００～１７：３０
　�②平日１０：００～１６：００（表の開催日
時を除く）
　③平日（表のとおり）
場�①市役所７階守口市社会福祉協議会
②藤田事務所（藤田町４－２０－１）
　③各コミュニティセンター
備当日直接
問守口市社会福祉協議会
℡０６－６９９２－２７１５

市民相談（3月分）

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
市
税
の
納
付

　
個
人
市
民
税・府
民
税（
普
通
徴
収
分
）、固

定
資
産
税・
都
市
計
画
税
お
よ
び
軽
自
動
車

税（
種
別
割
）を
納
め
て
い
な
い
人
は
、
至
急

還
付
金
詐
欺
に
注
意

　

保
険
課
職
員
を
名
乗
る
者
か
ら「
還
付
金

が
発
生
し
て
い
る
」と
電
話
が
あ
り
、
銀
行

や
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
現
金
自
動
預
払
機（
Ａ

Ｔ
Ｍ
）に
誘
導
し
、
お
金
を
だ
ま
し
取
ろ
う

と
す
る
詐
欺
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
市
で
は
、
還
付
金
が
あ
る
場
合
、
市
民
の

皆
さ
ん
に
電
話
で
、
銀
行
や
コ
ン
ビ
ニ
な
ど

の
現
金
自
動
預
払
機（
Ａ
Ｔ
Ｍ
）で
の
手
続
き

を
お
願
い
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
う
い
っ
た
不
審
な
電
話
が
あ
っ
た
場
合

は
、
絶
対
に
手
続
き
に
応
じ
な
い
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

問
保
険
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

3
月
分
の
納
付
は
お
早
め
に

　

令
和
４
年
度
3
月
分
の
国
民
健
康
保
険

料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付
期
限

は
、
3
月
31
日（
金
）で
す
。
納
付
期
限
内
に

納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
納
付
期
限
を
過
ぎ
て
保
険
料
に
未
納
が
あ

る
場
合
は
、
督
促
状
が
発
送
さ
れ
ま
す
。
督

促
状
の
発
送
か
ら
10
日
を
経
過
し
た
日
ま
で

に
完
納
さ
れ
な
い
と
き
は
、
滞
納
処
分
を
受

け
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
納
付
期
限
内
の
納
付
が
厳
し
い
場
合
は
、

電
話
や
市
役
所
窓
口
で
納
付
の
相
談
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、
保
険
料
の
納
付
は
口
座
振
替

が
便
利
で
す
。
市
指
定
の
金
融
機
関
の
窓
口

で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。
市
指
定
金
融

機
関
へ
の
申
請
が
困
難
な
人
は
、
市
役
所
窓

口
で
も
申
請
が
可
能
で
す
。
詳
し
く
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
収
納
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
３
７
～
１
５
３
８

納
税
に
は
便
利
な

�

口
座
振
替
の
利
用
を

　
個
人
市
民
税・府
民
税（
普
通
徴
収
分
）、固

定
資
産
税・
都
市
計
画
税
お
よ
び
軽
自
動
車

税（
種
別
割
）の
納
税
に
は
、
便
利
な
口
座
振

替
を
ぜ
ひ
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
令
和
５
年
度
分
口
座
振
替
の
申
し

込
み
や
変
更
は
、
３
月
31
日（
金
）ま
で
に
納

税
課
ま
た
は
市
内
金
融
機
関
な
ど
で
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。
す
で
に
利
用
し
て
い
る
人

は
、
自
動
継
続
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
納
税
課
窓
口
で
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
の
み
で
簡
単
に
口
座
振
替
の
登
録
手
続
き

が
で
き
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
納
税
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
１

国
民
健
康
保
険
の
資
格
取
得・喪
失
の

�

届
け
出
は
１４
日
以
内
に

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
国

民
健
康
保
険
の
資
格
取
得
ま
た
は
喪
失
の
届

け
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
届
け

出
は
、
該
当
し
た
日
の
翌
日
か
ら
1４
日
以
内

に
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

資
格
取
得
の
届
け
出
が
必
要
な
場
合　

・�

退
職
な
ど
で
職
場
の
健
康
保
険
を
脱
退
し

た
場
合

・�

職
場
の
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
か
ら
は
ず

れ
る
場
合

・
生
活
保
護
が
廃
止
さ
れ
た
場
合

注�

1４
日
以
内
に
届
け
出
を
行
わ
な
か
っ
た
場

合
は
、
資
格
取
得
の
届
け
出
が
必
要
な
場

合
に
該
当
し
た
日
か
ら
届
け
出
を
行
っ
た

日
の
前
日
ま
で
に
か
か
っ
た
医
療
費
が
全

額
自
己
負
担（
10
割
負
担
）と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

�

国
民
健
康
保
険
の
資
格
は
、
届
け
出
が
遅

令
和
５
年
度　
固
定
資
産
課
税
台
帳

の
閲
覧
、
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧　

対�

納
税
義
務
者
、
納
税
義
務
者
の
納
税
管
理

人
ま
た
は
納
税
義
務
者
の
委
任
状
を
持
つ

代
理
人
や
借
地
借
家
人
な
ど
の
関
係
者

時�

４
月
３
日（
月
）か
ら（
土・日・
祝
日
を
除

く
）午
前
９
時
～
午
後
５
時
30
分

手
数
料　
縦
覧
期
間
中
は
無
料

備�

新
年
度
の
納
税
通
知
書
に
添
付
の「
課
税

明
細
書
」で
も
課
税
内
容
が
確
認
で
き
ま

す
。
借
地
借
家
人
な
ど
の
関
係
者
は
、
本

人
確
認
書
類
と
併
せ
て
、
そ
の
権
利
を
証

す
る
書
類（
賃
貸
契
約
書
の
写
し
な
ど
）が

必
要
で
す
。

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧　

　
縦
覧
と
は
、
市
内
に
土
地
ま
た
は
家
屋
を

所
有
す
る
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
が
、

自
己
の
土
地
ま
た
は
家
屋
の
価
格
と
ほ
か
の

土
地
ま
た
は
家
屋
の
価
格
を
比
較
す
る
こ
と

を
通
じ
て
、
価
格
が
適
正
で
あ
る
か
ど
う
か

を
確
認
す
る
制
度
で
す
。

対�

納
税
義
務
者
、
納
税
義
務
者
の
納
税
管
理

人
ま
た
は
納
税
義
務
者
の
委
任
状
を
持
つ

代
理
人
な
ど

時�

４
月
３
日（
月
）～
５
月
31
日（
水
）（
土・

日・祝
日
は
除
く
）午
前
９
時
～
午
後
５
時

30
分

人権を考える映画会
「こんな夜更けにバナナかよ」

演大泉洋、高畑充希、三浦春馬���ほか
時３月１２日(日)１４:３０（開場は３０分前）
場エナジーホール
定先着４００人（要事前申し込み）
申受け付け中
備字幕あり
問人権室���℡０６－６９９２－１５１２

国
民
健
康
保
険・後
期
高
齢
者
医
療

�

平
日
夜
間・休
日
窓
口
開
庁

　
保
険
課
、
保
険
収
納
課
は
、
次
の
日
程
で

平
日
夜
間
と
休
日
に
窓
口
を
開
庁
し
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
の
加
入・
脱
退
の
届
け
出

や
国
民
健
康
保
険
料・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
の
納
付
相
談
な
ど
で
、
平
日
の
日
中
に

来
庁
が
難
し
い
人
は
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
納
付
相
談
は
内
容
に
よ
り
電
話
で

の
対
応
も
可
能
で
す
。
ま
た
、
国
民
健
康
保

共
通
事
項　

場
課
税
課

持�

本
人
確
認
書
類���

運
転
免
許
証
、
健
康
保

険
証
な
ど（
顔
写
真
付
き
の
も
の
は
１
点
、

顔
写
真
な
し
の
も
の
は
２
点
の
本
人
確
認

書
類
が
必
要
）、前
年
度
の
納
税
通
知
書

問
課
税
課
資
産
税
担
当
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れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
資
格
取
得
の
届

け
出
が
必
要
な
場
合
に
該
当
し
た
日
ま
で

さ
か
の
ぼ
っ
て
発
生
し
ま
す
。こ
の
た
め
、

保
険
料
も
、
資
格
取
得
の
届
け
出
が
必
要

な
場
合
に
該
当
し
た
月
の
分
か
ら
発
生
し

ま
す
。

資
格
喪
失
の
届
け
出
が
必
要
な
場
合　

・�

就
職
な
ど
で
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し

た
場
合

・�

新
た
に
職
場
の
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
と

し
て
認
定
さ
れ
る
場
合

・
生
活
保
護
が
開
始
さ
れ
た
場
合

注�

資
格
喪
失
の
届
け
出
が
必
要
な
場
合
に
該

当
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
届
け
出
を

行
わ
ず
に
、
引
き
続
き
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
証
を
使
用
し
た
場
合
は
、
市
が

負
担
し
た
保
険
給
付
費
が
請
求
さ
れ
ま
す
。

　

�

資
格
喪
失
の
届
け
出
を
行
う
ま
で
は
、
保

険
料
を
納
付
す
る
必
要
が
あ
り
、
届
け
出

後
の
精
算
に
よ
り
、
納
付
額
が
超
過
す
る

場
合
は
還
付
の
手
続
き
、
不
足
す
る
場
合

は
不
足
分
を
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
納
期
限
ま
で
に
納
付
が
な
い
場
合
、
納
付

さ
れ
る
ま
で
の
期
間
に
応
じ
て
延
滞
金
が
加

算
さ
れ
ま
す
。

　
納
付
で
き
る
資
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
納
付
が
な
い
場
合
、財
産（
不
動
産・預
金・

給
与
な
ど
）に
対
し
差
押
、公
売
な
ど
を
行
っ

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
市
税
の
納
付
催
告
に
応
じ
な
い
滞

納
者
に
対
し「
大
阪
府
域
地
方
税
徴
収
機
構
」

へ
の
引
継
予
告
書
を
４
月
に
順
次
発
送
し
ま

す
。

　
引
継
予
告
書
を
発
送
し
て
も
完
納
に
至
ら

な
か
っ
た
事
案
は
、
同
機
構
に
お
い
て
大
阪

府
と
共
同
し
、徹
底
し
た
財
産
調
査
を
行
い
、

差
押
や
公
売
を
実
施
す
る
な
ど
、
よ
り
厳
正

な
滞
納
整
理
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
市
税
を
滞
納
し
て
い
る
人
は
、
至
急
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

問
納
税
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
２
～
１
８
５
４

険・
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
各
種
申
請

は
一
部
を
除
き
郵
送
で
も
受
け
付
け
て
い
ま

す
の
で
、
ま
ず
は
必
ず
電
話
で
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

平
日
夜
間　
３
月
２0
日（
月
）・２3
日（
木
）・２４

日（
金
）い
ず
れ
も
午
後
５
時
30
分
～
8
時

休
日　
３
月
２６
日（
日
）午
前
９
時
～
午
後
１

時注�

平
日
夜
間・休
日
窓
口
開
庁
の
時
間
帯
は
、

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
の
即
日
の

再
交
付
な
ど
、
一
部
対
応
で
き
な
い
業
務

が
あ
り
ま
す
。

場�・
問
保
険
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

場�・
問
保
険
収
納
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
３
７
、１
５
３
８

毎月 場所 3月
第１火曜日 西部 ７日
第２火曜日 北部 １４日
第４火曜日 八雲東 ２8日
第２木曜日 南部エリア ９日
第3木曜日 東部エリア １６日
時すべて １０：００～１２：００


